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和歌山県ジェンダー平等推進センター“りぃぶる”の概要 

 

１ 基本方針 

 

和歌山県ジェンダー平等推進センターは、ジェンダー平等推進のための様々な活

動と交流の拠点として、性別、性自認及び性的指向にかかわらず、一人一人の人権

が尊重され、誰もがその個性と能力を十分発揮できる社会を目指します。 

 

２ ジェンダー平等推進センターの果たす機能と役割  

 

センターには次の４つの機能があり、それぞれに対応した事業を展開しています。 

（１）学習と啓発 

講座・講演会・イベントなどを通して、自身の問題解決やジェンダー平等の推進

に向けて、知識や能力を身につけることができます。 

（２）出会いと交流 

交流スペースでの出会いや、貸室（会議室・一時保育ルーム）を利用して交流を

広げることができます。 

（３）情報の収集と発信 

ジェンダー平等に関する図書・ＤＶＤ等を収集しています。また、ホームページ・

ＳＮＳの運営や情報誌を発行しています。図書・情報資料室では、読む・見る・借

りるなど、情報収集ができます。 

（４）相談と支援 

悩みを受け止め、自分らしく生きるお手伝いをしています。男女共同参画相談員

が対応する電話や面接による総合相談、カウンセリング、法律相談、ＬＧＢＴＱ相

談が受けられます。男性の方は、男性相談員が対応する電話相談が受けられます。 

 

３ 沿革 
 

平成４年度 ・「健康ふれ愛和歌山計画」策定 

総合健康福祉棟（仮称）内に女性センターの整備を計画 

・女性問題懇話会に女性センター検討部会を設置 

平成５年度 ・基本設計 

平成７年度 ・実施設計 

平成８年度 ・建設工事着工 

平成９年度 ・女性センター事業企画委員会を設置 

・女性センターの愛称募集開始 

平成 10 年度 ・女性センターの愛称を「りぃぶる」に決定 

・女性に関する相談機関ネットワーク会議を設置（１１月） 

・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（複合施設）竣工 

・９階に女性センターを開設（１２月） 

・女性就業援助センターを女性センターに組織統合 
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平成 13 年度 ・女性センターの名称を男女共生社会推進センターに変更（４月） 

・女性就業援助促進事業を終了（３月） 
平成 21 年度 ・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛９階に男女共生社会推進センター、 

県青少年活動センター、県ＮＰＯサポートセンターの３施設を集約し、 

会議室等の共用化を開始。併せて開館日、開館時間等を変更（１０月） 

平成 22 年度 ・男女共生社会推進センターの名称を男女共同参画センターに変更（４月） 

 ・センター運営事業の一部業務委託開始（４月） 

平成 24 年度 ・「授乳コーナー」設置（１月） 

平成 25 年度 ・和歌山県立医科大学附属病院内に性暴力救援センター和歌山 

「通称：わかやま mine（マイン）」開設（７月） 

平成 27 年度 ・性暴力救援センター和歌山の運営を子ども・女性・障害者相談センターに移管 

       （４月） 
令和６年度 ・男女共同参画センターの名称をジェンダー平等推進センターに変更（４月） 

 

４ 建物概要 

 

建物名称 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（複合施設） 

所 在 地 和歌山市手平２丁目１－２ 

敷地面積 ３１，６５７．０２ｍ２ 

延床面積 ２０，８２３．６４ｍ２ 

建物構造 高層棟  鉄骨鉄筋コンクリート造  地下１階、地上１２階、塔屋２階 

低層棟  鉄骨造、地上２階 

 

５ ジェンダー平等推進センター施設概要 

 

施設位置 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 ９階 

面  積 ５５８．２４ｍ２  
※青少年活動センター分（会議室Ｂ・一時保育ルーム）を除く 

事務室・所長室・相談室 

図書情報資料室 

交流スペース（NPOサポート 

センター分を除く）・倉庫 

講 師 

控 室 

※共用 

会議室Ａ 

 

※共用 

会議室Ｂ 

 

※共用 

会議室Ｃ 

 

※共用 

一時保育 

ルーム 

※共用 

229.22ｍ２ 21.72ｍ２ 152.69ｍ２ 91.32ｍ２ 154.61ｍ２ 45.77ｍ２ 

※会議室Ａ・Ｂ・Ｃ及び一時保育ルームは、３施設共用 
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６ 組織 

 

所  長    企画課長 常勤職員         ３名         
会計年度任用職員(相談員) ４名 

 
一部業務委託業者 
（特定非営利活動法人和歌山ｅかんぱにい）                                  

 

７ 利用について 

 

（１）開館時間 

午前９時から午後９時まで（日曜日は午後５時３０分まで） 

（２）休館日 

月曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

８ 交通案内 

 

ＪＲ和歌山駅から  ・徒歩 約２０分 

・バス 約５分 「手平出島」バス停下車 

※バス乗り場１番から、系統番号 40、42、44、52、55 のいずれかに 

乗車 

 

ＪＲ宮前駅から   ・徒歩 約７分 

 

南海和歌山市駅から ・バス 約２０分 「手平出島」バス停下車 

※バス乗り場１番から、系統番号 40、42、44、52、55 のいずれかに 

乗車 
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令 和 ８ 年 度 事 業 計 画 概 要 

 

令和８年５月末現在 

 

１ センター事業一覧 

（単位：千円） 

事 業 名 事 業 内 容 本年度予算額 

 

ジェンダー平等推進

センター運営 

 

（１）学習と啓発 

・公開セミナー 

・語り合い広場 

・ジェンダー平等ポスターコンクール 

・「みんなにジェンダー平等」提案事業 

・デートＤＶ防止啓発事業 

・りぃぶるフェスタ２０２６（仮） 

（２）出会いと交流 

・図書・交流スペース利用拡充事業 

・会議室等の貸出 

（３）情報の収集と発信 

・図書・ＤＶＤ等の貸出・収集 

・センターニュースの発行 

・ホームページ等による情報発信 

（４）相談と支援 

・総合相談 

・法律相談 

・カウンセリング 

・男性相談 

・ＬＧＢＴＱ相談 

 

全体事業費 

36,828 

 
女性の活躍促進 

 
（１）学習と啓発 

・魅力ある女性リーダー養成講座 

 

 
472 
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２ 学習と啓発、出会いと交流事業  

 

名 称 内 容 開催予定日・場所 講師等 

りぃぶるフェスタ 

２０２６（仮） 

ジェンダー平等推進に向けた意

識啓発を行う。併せてジェンダー

平等ポスターコンクール入賞作品

の展示を行う。 

・ジェンダー平等クイズ 

・ジェンダー平等ポスターコン

クール入賞作品展示 等 

未定 
－ 

 

公開セミナー 

ジェンダー平等推進を身近に考

えることのできるテーマをとりあ

げ、講演会を開催する。 

7/11（土） 

和歌山ビッグ愛 

元村 有希子さん 
科学ジャーナリスト 

語り合い広場 

 ジェンダー平等推進の様々な課

題をテーマに、ゲストスピーカー

の講義と参加者との交流会を開催

する。（５回） 

9/5（土） 

りぃぶる 

西村 寿子さん 

NPO 法人 FCT メディ

ア・リテラシー研究所所

長／関西大学非常勤講師 

9/26（土） 

りぃぶる 

斉藤 容子さん 
関西国際大学客員教授 

 

10/31（土） 

りぃぶる 

濱田 智崇さん 
京都橘大学総合心理学部 

准教授 

12/12（土） 

橋本市 

多賀 太さん 
関西大学文学部教授／一

般社団法人チェンジング

メン共同代表 

1/23（土） 

新宮市 

杉本 志津佳さん 
日本フェミニストカウン

セリング学会認定フェミ

ニストカウンセラー／公

認心理師 

ジェンダー平等 

ポスターコンクー

ル 

ジェンダー平等推進をテーマと

して県内の小中高校生等を対象に

ポスターを募集し、ジェンダー平

等推進について考える機会を提供

する。 

募集期間：７月１日～９月１５日 

－ － 
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「みんなに 

ジェンダー平等」 

提案事業 

 県内の地域活動団体等からジェ

ンダー平等推進に関する事業の企

画を募集し、その中から優秀な５

企画を採択し事業委託を行う。 

募集期間：６月２日～７月１８日 

－ － 

デートＤＶ 

防止啓発事業 

県内高校等への出前講座を実施 

（８校） 

4/28(火) 

橋本市立橋本中央中

学校 

伊田 広行さん 
立命館大学大学院非常勤

講師 

・ 

辻川 節子さん 
女性と子どもネット・堺 

 

5/20(水) 

御坊市立御坊中学校 

6/2(火) 

県立南紀高等学校 

6/15(月) 

印南町立切目中学校 

7/6(月) 

有田川町立吉備中学

校 

7/13(月) 

県立きのかわ支援学

校 

11/10(火) 

県立耐久高等学校 

3/15(月) 

県立紀北工業高等学

校 

魅力ある 

女性リーダー養成 

講座 

 女性の登用を促進することをめ

ざす企業の取組を支援するため、

管理職やリーダーをめざす女性が

社外で研鑽を積み、人的ネット

ワークを構築することを目的に、

リーダーシップ講座とロールモデ

ルの交流会、スキルアップ講座を

開催する。（２回） 

8/26(水) 

りぃぶる 

本庄 麻美子さん 
和歌山大学経済学部准教

授／キャリアコンサルタ

ント 

10/9（金） 

りぃぶる 

 

谷水 美香さん 
ヒューマン・トータルバ

ランスサポートりんと代

表／アサーティブコミュ

ニケーション・トレー

ナー／精神保健福祉士 
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名 称 内 容 開催予定日・場所 

図書・交流スペー

ス利用拡充事業 

保育つき読書の時間 

 育児中の方を対象に、専門の保育スタッフがこど

もを一時保育し、読書を楽しむ時間を提供する。 

（２回） 

7/16（木）、9/17（木） 

りぃぶる 

シアターCafé“りぃぶる” 

ジェンダー平等や自分らしい生き方などを考える

機会をもてるように、映画の鑑賞会を開催する。 

8/22（土）                                                                                                                             

りぃぶる 

ラッキーＢＯＯＫキャンペーン 

 スタッフがおすすめの本やＤＶＤを選び袋に入れ

たものを、「ラッキーＢＯＯＫ」として貸し出す。 

2/2（日）～3/7（日） 

 

3/6（土） 

読書会「ブックトーク」 

りぃぶる 

トーク de“りぃぶる” 

課題克服や新しい分野への挑戦など、示唆に富ん

だ経験をした方を講師に迎え、自身の経験を語って

もらう。 

12/6（日） 

りぃぶる 

 

ピラティスでボディメイク！～自分の身体はじぶん

でつくる～ 

ピラティスにより身体を整え、リフレッシュでき

る時間を提供する。 

1/31（日） 

りぃぶる 

わくわく♪リトミック～リズムあそびと工作～ 

 親子で遊び、コミュニケーションの機会を提供す

る子育て支援イベントを開催する。 

8/29（土） 

りぃぶる 

図書特設コーナー 

テーマ毎に図書特設コーナーを設け、併せて関連

資料の展示やリーフレットの配布を行う。 

りぃぶる 
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３ 情報の収集と発信事業 

 

ジェンダー平等に関する図書・資料を中心に収集し、図書・情報資料室に配架す

るとともに、情報誌等の発行を行い、社会参画や活動支援、男女共同参画、ジェン

ダー平等の推進を図る。 

また、ＮＰＯ活動及び青少年健全育成関連図書の一括管理を行う。 

 

 （１）利 用 

・開館時間 火曜日～日曜日 午前９時から午後９時まで 

（日曜は午後５時３０分まで） 

・休 館 日 月曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 

 （２）閲 覧 

・ジェンダー平等を中心とする図書の閲覧 

・ＤＶＤブースでのＤＶＤ等鑑賞 

・行政資料等の閲覧 

 

 （３）図書貸出 

〈1〉利用者登録 

・和歌山県内または隣接府県（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・三重 

県）に在住・通勤・通学の方 

・「貸出利用カード発行申込書」に所要事項を記入の上、氏名、住所を確認でき    

るもの（マイナンバーカード、運転免許証、学生証等）を提示 

・「貸出利用カード」の発行（有効期間：２年） 

〈2〉個人貸出 

・書籍は１人５冊以内、ビデオ・ＤＶＤは１人１点まで 

・期間は２週間まで 

 

 （４）情報誌･書評誌の発行 

・センターニュース「りぃぶる」の発行（年２回） 

・「りぃぶるＢＯＯＫプラス この本よんだ？」 

（ボランティアグループが作るりぃぶる蔵書の書評誌）の発行（年２回） 

 

 （５）インターネットによる情報発信 

・ホームページによる情報発信 

・facebook による情報発信 
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４ 相談と支援事業 

 

男女共同参画・ジェンダー平等に関連した様々な悩みの相談に応え、自分らしい

生き方を実現していけるよう支援する。 

 

 “りぃぶる”相談室 

 

（１）総合相談 

家庭や職場のこと、生き方への 

不安など、自分らしく生きる上で 

妨げとなる様々な悩みや相談に 

男女共同参画相談員が応じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）カウンセリング 

女性が抱えるこころの問題に 

女性カウンセラーが応じる。 

 

 

 

 

 

（３）法律相談 

夫婦、財産相続、金銭問題等、 

女性にとって身近な法律上の問題 

に女性弁護士が応じる。 

 

 

（４）男性相談  

男性のための電話相談。 

職場のストレス、夫婦・家族・ 

人間関係の問題に男性相談員が 

応じる。 

●電話相談 

火～土曜日 9:00～20:30 

（受付は 20:00 まで） 

日 曜 日 9:00～17:00 

（受付は 16:30 まで） 

●面接相談 

（要予約・女性のみ） 

火～土曜日 9:00～17:30 

（受付は 16:30 まで） 

日 曜 日 9:00～16:00 

（受付は 15:00 まで） 

●電話相談または面接相談 

（要予約・女性のみ） 

毎月第１金曜日（１月は第２

金曜日）、第４金曜日 

13:00～15:40 

1 日 3 人、相談時間は 1 人 40 分 

●電話相談 

（予約優先・男性のみ） 

毎月第２水曜日 

16:00～20:00 

（受付は 19:30 まで） 
1 日 5 人、相談時間は 1 人 40 分 

●面接相談 

（要予約・女性のみ） 

毎月２回（不定期） 

13:00～14:50 

1 日 3 人、相談時間は 1 人 30 分 



10 
 

（５）ＬＧＢＴＱ相談 

   ＬＧＢＴＱ本人からの相談だけで 

  なく、家族や友人など周りの方から 

の相談にも専門の相談員が応じる。 

 

 

 

 

  

●電話または面接相談 

（要予約：前日の16:00までに。 

メール予約可） 

毎月第１土曜日（１月は第４

土曜日） 

14:00～18:00 

1 日 4 人、相談時間は 1 人 40 分 
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令 和 ７ 年 度 事 業 概 要 

１ 学習と啓発、出会いと交流事業 

 

和歌山県ジェンダー平等推進センター“りぃぶる”の活動を広く県民に周知し、

県民参加のもと「ジェンダー平等」や「男女共同参画」への意識啓発や講座等を実

施した。  

 

（１）男女共同参画週間公開セミナー 

男女とも性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、共に男女共同参画社会

をつくるために行動を起こす必要性について考える機会とするため、公開セミナー

を実施した。 

 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

6/14(土) 
13:30～ 

15:00 

和歌山ビッグ愛 

１階大ホール 

人口減少時代の地方創生～女性活躍

の視点から～ 

講師：片山 善博さん 

（大正大学公共政策学科教授／

元鳥取県知事） 

176 人 

 

（２）語り合い広場 

男女共同参画、ジェンダー平等推進に関する様々な課題をテーマとし、ゲストス

ピーカーによる講義と、講師を交えた参加者の交流会を開催した。 

 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

8/30(土) 
13:30～ 

15:30 
りぃぶる 

ジェンダーに出会って生きやすくなっ

た！ 

講師：アルテイシアさん 

（作家／頌栄短期大学非常勤講師） 

28 人 

9/6(土) 
13:30～ 

15:30 

紀の川市 

打田生涯学習

センター 

男性の“生きづらさ”とその向き合い方 

～男性相談窓口から～ 

講師：濱田 智崇さん 

     （京都橘大学総合心理学部准教授） 

15 人 
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10/19(日) 
13:30～ 

15:30 
りぃぶる 

「ジェンダー」で読む、赤ずきんの物語 

講師：髙岡 尚子さん 

（奈良女子大学研究院人文科学系教

授） 

37 人 

11/8(土) 
13:30～ 

16:00 

田辺市民総合

センター 

避難生活で命と健康、本当に守れますか？

～被災地の実情から学ぶ！高齢者・障害

者・子ども・女性などの視点から～ 

講師：浅野 幸子さん 

（減災と男女共同参画研修推進セン

ター共同代表） 

18 人 

1/24（土） 
13:30～ 

16:30 
りぃぶる 

我が家の家計を整える～マネープラン（教

育費・老後資金）を、立ててみる～ 

講師：福一 由紀さん 

（マネーラボ関西代表） 

11 人 

 

（３）ジェンダー平等推進啓発ポスターコンクール 

ジェンダー平等推進啓発ポスターコンクールを実施した。 

○小・中・高等学校の児童・生徒から３５点の応募があり、啓発ポスター選考委

員会において、最優秀賞４点、優秀賞８点を選考し、りぃぶるフェスタ２０２

５会場において最優秀賞を表彰した。また、入賞作品をりぃぶるフェスタ２０

２５の会場に展示した。 

○和歌山バス株式会社の協力を得て、路線バスの車内に展示した。 

 

  部 門 受賞者（学年はいずれも令和７年当時） 

最
優
秀
賞 

小学生低学年の部 嶋 康勝さん （和歌山市立名草小学校３年） 

小学生高学年の部 小島 桐吾さん （和歌山大学教育学部附属小学校４年） 

中学生の部 前田 花凛さん （和歌山市立西脇中学校１年） 

高校生の部 溝田 流雅さん （和歌山県立和歌山商業高等学校１年） 

優 

秀 

賞 

小学生低学年の部 

赤坂 凪彩さん （和歌山大学教育学部附属小学校３年） 

小野 莉歩さん （和歌山市立藤戸台小学校３年） 

小学生高学年の部 杖村 優妃さん （和歌山市立松江小学校６年） 
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中学生の部 

  

苔原 由依さん （田辺市立高雄中学校１年） 

平田 愛葉さん （田辺市立高雄中学校１年） 

吉田 沙奈さん （海南市立下津第一中学校１年） 

高校生の部 

浦野 紗永花さん （和歌山県立有田中央高等学校３年） 

坂本 瑞姫さん （和歌山県立桐蔭高等学校１年） 

 

（４）「みんなにジェンダー平等」提案事業 

ジェンダー平等の推進を図るため、地域の団体やグループなどから事業の企画提

案を募集し、優秀な５企画を採択し事業を委託した。 

 

実施日 時 間 場 所 受託団体・事業名 参加者数 

11/25（火） 

 

12/15（月） 

 

12/17（水） 

 

12/23（火） 

12:00～12:50 

 

13:00～14:40 

 

11:40～12:30 

 

10:00～11:30 

県立和歌山東 

高等学校 

県立海南高等学校 

大成校舎 

 

 

県立紀北農芸 

高等学校 

受託団体：「からだの権利」教育を

推進する助産師の会 

事業名：性教育講座：性を学ぶ、未

来をつくる―高校生のため

の性教育講座 

418 人 

12/7（日） 13:30～15:00 
北コミュニティ

センター 

受託団体：一般社団法人ガールスカ

ウト和歌山県連盟 

事業名：ＳＴＥＡＭ教育 

41 人 

1/17（土） 13:30～16:00 りぃぶる 

受託団体：cocoro サポート・ネット

「カミーニョ」 

事業名：立ち向かう！ドラマの中の

「わたし」たち 

30 人 

1/24（土） 18:30～20:30 りぃぶる 

受託団体：ＬＧＢＴＱと愉快な仲間

たち 

事業名：＃その声、聴こえています

か？～避難所の見えないリ

アル～ 

18 人 

2/21（土） 13:30～16:00 りぃぶる 

受託団体：特定非営利活動法人チー

ム紀伊水道 

事業名：カラフルＵ－１８交流会＆

保護者会ｉｎ和歌山 

5 人 

優 

秀 

賞 

県立盲学校 



14 
 

（５）デートＤＶ防止啓発事業 

県内の高校・中学校の生徒や教職員を対象に自分らしく健全な生活を送るための

妨げとなるデートＤＶの存在を知り、若者におけるデートＤＶ防止を図ることを目

的として出前講座を実施した。 
 

実施日 場所 講師 受講者数 

7/1(火) かつらぎ町立笠田中学校  辻川 節子さん 48 人 

9/24(水) みなべ町立南部中学校 辻川 節子さん 53 人 

10/22(水) 和歌山県立田辺工業高等学校 伊田 広行さん 357 人 

11/6(木) 和歌山県立たちばな支援学校 伊田 広行さん 18 人 

12/9(火) 有田市立有和中学校 辻川 節子さん 165 人 

12/23(火) 和歌山県立和歌山北高等学校西校舎 伊田 広行さん 236 人 

2/3(火) 和歌山県立新翔高等学校 伊田 広行さん 140 人 

 

  



15 
 

（６）魅力ある女性リーダー養成講座 

女性の活躍促進が注目されている中、女性の登用を推進することを目指す企業の

取組を支援するため、管理職を目指す女性社員が社外で研鑽を積み、人的ネット

ワークを構築する機会を提供した。 
 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

8/26(火) 
10:00～ 

 17:00 
りぃぶる 

リーダーシップ講座＆ロールモデルによる

パネルディスカッションと交流会 

講師：本庄 麻美子さん 

  （和歌山大学経済学部准教授／キャ

リアコンサルタント） 

パネリスト：山下 美紗代さん 

（株式会社早和果樹園） 

上本 賀代さん 

（株式会社サイバーリンク

ス） 

松本 千寿さん 

（社会福祉法人喜成会） 

22 人 

9/26(金) 
10:00～ 

 17:00 
りぃぶる 

スキルアップ講座「アサーティブコミュニ

ケーションを学ぼう」 

講師：谷水 美香さん 

（ヒューマン・トータルバランスサ

ポートりんと代表／アサーティブ

コミュニケーション・トレーナー

／精神保健福祉士） 

25 人 
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（７）キャリアデザイン講座 

女性の学生と社会人がワールド・カフェ※形式で意見交換し、それぞれの働き方、

自分の生き方や将来について考えてもらう機会を提供した。 

 

開催日 時 間 場 所 テーマ・講 師 参加者数 

11/8(土) 
13:30～ 

17:00 

菱岡工業 

株式会社 

女性のための“理想の未来”を考えるキャリ

アデザイン講座～女子学生と先輩社会人の

本音トーク～ 

講師・ファシリテーター： 

本庄 麻美子さん 

（和歌山大学経済学部准教授／

キャリアコンサルタント） 

学生 

16 人 

・ 

社会人 

 8 人 

※ ワールド・カフェ：小グループで席替えをしながら議論を深めていく話し合いの手法で、あたかも参 

加者全員で話し合っているような効果が得られる。 

 

（８）りぃぶるフェスタ２０２５ 

  ジェンダー平等・男女共同参画を身近な課題として捉えるきっかけづくりとする

ことを目的として、講演会とジェンダー平等推進啓発ポスターコンクールの最優秀

賞表彰式を開催した。 

 

開催日 時 間 場 所 内 容 参加者数 

 

11/22(日) 

 

13:00～ 

15:00 

和歌山市 

北コミュニティ

センター 

・ジェンダー平等推進啓発ポスター

コンクール最優秀賞表彰式 

・講演会 

 「休んで、育つ～子どもも大人も育

つ育児休業って？～」 

 講師：西 靖さん 

   （毎日放送［MBS］アナウンサー） 

・ジェンダー平等推進啓発ポスター

コンクール入賞作品展示 

82 人 
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（９）出張！県政おはなし講座 

ジェンダー平等や職場のセクシュアル・ハラスメントについて、職員による出前

講座を実施した。 
 

実施日 依頼団体等 テーマ 参加者数 

5/28(水) 美浜町民生委員児童委員協議会 ジェンダー平等について 18 人 

6/11(水) わかばクラブ  ジェンダー平等について 17 人 

6/17(火) 和歌山県民主医療機関連合会 ジェンダー平等について 20 人 

8/1(金) 和歌山県立日高高等学校附属中学校 ジェンダー平等について 37 人 

12/4(木) 和歌山県立なぎ看護学校 ジェンダー平等について 19 人 
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（10）図書・交流スペース利用拡充事業  

 

開催日 時 間 内 容 参加者数 

8/2(土) 
13:30～ 

16:15 

シアターCafé “りぃぶる”（鑑賞会と交流会） 

「最高の人生のはじめ方」 
31 人 

1/31(土) 
13:30～ 

16:25 

シアターCafé“りぃぶる” 

「お終活 再春！人生ラプソディ」 
26 人 

6/26(木) 
10:00～ 

12:00 

保育つき読書の時間 

育児中の方を対象に、専門の保育スタッフが

こどもを一時保育し、読書を楽しむ時間を提供

した。 

11 組 

9/25(木)  8 組 

9/18(木) 
10:00～ 

12:00 

絵本の読み聞かせ講座 

こどもたちに小さいときから本に親しんでも

らうよう、子育てに関わる本を対象に、絵本の

魅力や選び方、読み聞かせの方法について本の

専門家から学んだ。 

14 人 

11/30(日) 
13:00～ 

15:30 

ヒューマンライブラリー“りぃぶる” 

自分らしい生き方で人生を歩んできた人々と

の対話を通して、多様な生き方を知り、またジェ

ンダーに気づき、参加者自身の自己肯定感を高

める機会とすることを目的に開催した。 

 8 人 

2/1(日)～ 

3/8(日) 
－ 

“りぃぶる”図書室ラッキーBOOK キャンペー

ン 

スタッフがおすすめの本を選び袋に入れたも

のを「ラッキーBOOK」として貸し出した。 

また、ラッキーBOOK を利用した人を対象

に、読書会「BOOK Café “りぃぶる”」を行っ

た。 

貸出 

166 人 

(417 冊) 

3/7(土) 
10:00～ 

11:30 

読書会 

 2 人 

図書特設コーナー 

   テーマ毎に図書特設コーナーを設け、合わせて関連資料やリーフレットの展示、配布  

を行った。 

6/1(日)～ 6/29(日) 

  8/1(金)～ 9/14(日) 

11/12(水)～11/25(火)      

 

男女共同参画週間 

「世界・海外が舞台の本」 

パープルリボンキャンペーン 

（女性に対する暴力をなくす運動） 

  

 

※実施場所は、りぃぶる会議室または図書・交流スペース  
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２ 情報の収集と発信事業 

（１）図書・交流スペースの運営 

 

  ア 蔵書数（令和８年３月３１日現在） 
        蔵書：12,697 冊、ビデオ・DVD：317 本 
 

  イ 図書貸出利用カード登録者数 

        ３２５人 

 

  ウ 月別図書貸出状況 
 

  
開館日数 

  (日) 

貸出者数 

  (人) 

一日当たり平均 

貸出者数(人/日) 

貸出冊数 

  (冊) 

一人当たり平均 

貸出冊数(冊/人) 

4 月 25 66 2.6 人/日 340 冊 5.1 冊 

5 月 24 56 2.3 人/日 272 冊 4.8 冊 

6 月 25 80 3.2 人/日 413 冊 5.1 冊 

7 月 27 58 2.1 人/日 307 冊 5.2 冊 

8 月 27 61 2.2 人/日 332 冊 5.4 冊 

9 月 24 69 2.8 人/日 396 冊 5.7 冊 

10 月 27 63 2.3 人/日 351 冊 5.5 冊 

11 月 25 67 2.6 人/日 304 冊 4.5 冊 

12 月 24 62 2.5 人/日 319 冊 5.1 冊 

1 月 24 59 2.4 人/日 297 冊 5 冊 

2 月 23 74 3.2 人/日 550 冊 7.4 冊 

3 月 25 75 3.0 人/日 404 冊 5.3 冊 

７年度計 300 日 790 人 2.6 人/日 4,285 冊 5.4 冊/人 

６年度 299 日 1,025 人 3.4 人/日 5,936 冊 5.8 冊/人 
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  エ 年代別図書貸出状況 

 

年代 
貸出冊数 

（冊） 
構成比(%) 

10 代未満 304 7.1 

10 代 291 6.8 

20 代 31 0.7 

30 代 278 6.5 

40 代 740 17.3 

50 代 832 19.4 

60 代 802 18.7 

70 代 677 15.8 

80 代以上 330 7.7 

計 4,285 100.0 

 

 

 

 

  

10代未満

7.1% 10代
6.8%

20代
0.7%

30代
6.5%

40代
17.3%

50代
19.4%

60代
18.7%

70代
15.8%

80代以上

7.7%
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オ ジャンル別図書貸出状況 

 

分 類 
Ｒ７年度 

貸出数 
構成比(%) 

Ｒ６年度 

貸出数  

Ａ フェミニズム（女性学・ジェンダー） 175 冊 4.1 309 冊  

Ｂ 労働・法律 51 冊 1.2 50 冊  

Ｃ 家族・結婚 27 冊 0.6 39 冊  

Ｄ 女性・こどもに対する暴力 36 冊 0.8 45 冊  

Ｅ こころ・癒やし 234 冊 5.5 274 冊  

Ｆ 子育て（こどもの権利）・絵本 461 冊 10.8 780 冊  

Ｇ からだ（お産・妊娠・更年期） 113 冊 2.6 120 冊  

Ｈ セクシュアリティ（生殖） 38 冊 0.9 69 冊  

Ｉ 女性史 1 冊 0.0 5 冊  

Ｊ 自伝・評伝 29 冊 0.7 58 冊  

Ｋ エッセイ・文学 1,498 冊 35.0 1,706 冊  

Ｌ 高齢社会・福祉 75 冊 1.8 121 冊  

Ｍ 男性学 8 冊 0.2 28 冊  

Ｎ 資料・雑誌（全集・著作集） 5 冊 0.1 38 冊  

Ｏ その他 190 冊 4.4 220 冊  

Ｐ ビデオ・ＤＶＤ 132 本 3.1 247 本  

Ｑ コミック 1,205 冊 28.1 1,826 冊  

 Ｒ ＮＰＯサポートセンター所蔵図書 7 冊 0.2 1 冊  

合 計 
本 4,153 冊  本 5,689 冊  

DVD 132 本  DVD 247 本  

 

4.1
1.2 0.6 0.8

5.5
10.8

2.6 0.9 0.0 0.7

35.0

1.8 0.2 0.1
4.4 3.1

28.1

0.2
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

％
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（２）情報誌 センターニュース「りぃぶる」の発行 

 

  ○ 規  格  Ａ４判  ８ページ 

  ○ 部  数  ３，５００部／回 

  ○ 発行回数  年２回 

  ○ 配 布 先  各市町村、各振興局、県内図書館等公共施設 ほか 
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（３）書評誌「りぃぶるＢＯＯＫプラス この本よんだ？」 

（ボランティアグループが作るりぃぶる蔵書の書評誌）の発行 

 

  ○ 規  格  Ａ４判  ４ページ 

  ○ 部  数  ２，０００部／回 

  ○ 発行回数  年２回 

  ○ 配 布 先  各市町村、各振興局、県内図書館等公共施設 ほか   
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（４）ホームページ、facebook、LINE の運営 

ジェンダー平等推進のため、インターネットを利用した各種情報提供を行った。 

      ・センターの施設案内 

      ・図書、ＤＶＤ等情報 

      ・相談窓口案内 

      ・主催講座案内、講座レポート 等 
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３ 相談と支援事業 

（１）総合相談 

   ・男女共同参画相談員による電話相談・面接相談 
［電話相談］火～土曜日 午前９時から午後８時３０分 

（受付：午後８時まで） 
日 曜 日 午前９時から午後５時 

（受付：午後４時３０分まで） 
［面接相談］（予約制・女性のみ） 

火～土曜日 午前９時から午後５時３０分 
             （受付：午後４時３０分まで） 

日 曜 日 午前９時から午後４時 
             （受付：午後３時まで） 

 
（相談件数） 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

面
接 

1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 8 

電
話 

175 154 156 183 181 183 200 148 140 166 157 164 2,007 

計 176 155 156 183 181 184 202 148 140 167 158 165 2,015 

  ※R6：1,871 

 

（相談内容） 

内容 件数 
構成比

（％）  ※相談内容のうち  
夫婦関係 170 8.4   ＤＶ 43 件 

男女関係 27 1.3   ストーカー 0 件 

親子関係 62 3.1   セクハラ 4 件 

その他の人間関係 57 2.8   虐待 13 件 

生き方・性格・こころ 1,445 71.7   パワハラ・いじめ 6 件 

からだ・性・健康 19 0.9   差別的取扱い他 1 件 

仕事・職場 41 2.0    
育児・子育て 2 0.1    
介護 5 0.2    
性的被害 2 0.1    
学習 0 0.0    
暮らし 41 2.0    
その他 144 7.1    

計 2,015 100    
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（２）法律相談 

・女性弁護士による法律問題に関する面接相談 

 月２回（不定期）  午後１時から午後２時５０分（予約制・女性のみ） 

 
（相談件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

3 5 3 5 4 6 5 2 3 5 2 4 47 

※R6：53 

 

（相談内容） 

内容 件数 
構成比

（％）  ※相談内容のうち  
夫婦（離婚等） 27 57.4   ＤＶ 3 件 

男女関係 5 10.6   ストーカー 0 件 

相続・扶養 6 12.8   セクハラ 2 件 

消費者等 1 2.1   虐待 0 件 

性的被害（ｾｸﾊﾗ等） 1 2.1   パワハラ・いじめ 2 件 

その他 7 14.9   差別的取扱い他 0 件 

計 47 100    
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（３）カウンセリング 

・女性カウンセラーによる面接相談または電話相談 

原則毎月第２・４金曜日   午後１時から午後３時４０分 

（予約制・女性のみ） 

 
（相談件数） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

面

接 
1 2 2 3 1 4 4 4 4 3 1 2 31 

電

話 
0 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 11 

計 1 5 2 3 2 5 5 4 5 4 2 4 42 

※R6：27 

 

（相談内容） 

内容 件数 
構成比

（％）  ※相談内容のうち  
夫婦関係 18 42.9   ＤＶ 1 件 

男女関係 0 0.0   ストーカー 0 件 

親子関係 7 16.7   セクハラ 0 件 

その他の人間関係 4 9.5   虐待 2 件 

生き方・性格・こころ 6 14.3   パワハラ・いじめ 0 件 

からだ・性・健康 5 11.9   差別的取扱い他 0 件 

仕事・職場 2 4.8    
性的被害 0 0.0    
暮らし 0 0.0    
その他 0 0.0    

計 42 100    
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（４）男性相談 

・男性相談員による男性のための電話相談 

毎月第２水曜日   午後４時から午後８時（予約優先・男性のみ） 

 
（相談件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

3 2 3 1 2 4 4 4 5 4 2 1 35 

※R6：32 

 

（相談内容） 

内容 件数 
構成比

（％） 
 

※相談内容のうち  
夫婦関係 16 45.7   ＤＶ 1 件 

男女関係 2 5.7   ストーカー 0 件 

親子関係 6 17.1   セクハラ 0 件 

その他の人間関係 1 2.9   虐待 1 件 

生き方・性格・こころ 3 8.6   パワハラ・いじめ 0 件 

からだ・性・健康 2 5.7   差別的取扱い他 0 件 

仕事・職場 4 11.4  
  

性的被害 0 0.0    
暮らし 0 0.0    
その他 1 2.9    

計 35 100    
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（５）ＬＧＢＴＱ相談 

・様々な性的指向や性自認の方のための電話相談または面接相談 

原則毎月第１土曜日   午後２時から午後６時（予約優先） 

 
（相談件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5 

※R6：10 

 
（相談内容） 

内容 件数 
構成比

（％） 
 

※相談内容のうち  
夫婦（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）関係 0 0.0   ＤＶ 0 件 

男女（恋愛）関係 0 0.0   ストーカー 0 件 

親子関係・家族関係 0 0.0   セクハラ 0 件 

その他の人間関係 0 0.0   虐待 0 件 

生き方・性格・こころ 1 20.0   パワハラ・いじめ 0 件 

からだ・性・健康 4 80.0   差別的取扱い他 0 件 

仕事・職場 0 0.0    
性的被害 0 0.0    
暮らし 0 0.0    
その他 0 0.0    

計 5 100    
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４ センター利用状況（来訪者数及び貸室等利用者数）  

（単位：人） 

   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

会議室Ａ 460 571 506 729 456 384 376 553 505 412 330 441 5,723 

 

主催事業 0 0 0 0 101 34 37 19 0 101 11 0 303 

ジェンダー平等推進 109 223 144 196 91 86 85 229 139 60 78 121 1,561 

他機関実施 351 348 362 533 264 264 254 305 366 251 241 320 3,859 

会議室Ｂ 263 250 337 275 117 361 364 323 260 258 200 211 3,219 

 

主催事業 0 0 13 0 0 11 0 0 0 30 8 0 62 

ジェンダー平等推進 71 68 94 101 47 111 41 85 23 60 23 72 796 

他機関実施 192 182 230 174 70 239 323 238 237 168 169 139 2,361 

会議室Ｃ 385 584 639 489 454 520 476 435 336 391 349 393 5,451 

 

主催事業 0 0 1 0 7 1 0 3 0 0 3 0 15 

ジェンダー平等推進 105 171 148 103 55 101 122 114 59 78 83 163 1,302 

他機関実施 280 413 490 386 392 418 354 318 277 313 263 230 4,134 

図書資料室 145 138 179 135 132 147 128 135 129 128 144 163 1,703 

サロン来訪 606 588 798 742 637 610 647 683 581 500 561 521 7,474 

一時保育ルーム 30 59 58 87 45 46 45 100 68 53 21 36 648 

ビッグ愛大ホール 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 

各種相談 183 167 164 193 189 200 218 159 153 180 164 174 2,144 

視察等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

地方開催 0 0 0 48 0 68 357 217 785 0 140 0 1,615 

Ｒ７年度計 2,072 2,357 2,857 2,698 2,030 2,336 2,611 2,605 2,817 1,922 1,909 1,940 28,153 

Ｒ６年度 2,164 3,120 2,866 2,815 1,871 2,452 2,873 3,000 2,693 2,852 2,831 2,475 32,012 
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和歌山県男女共同参画基本計画〔第５次〕（令和４年３月改定）のあらまし 

 

■計画の位置づけ 

 ①男女共同参画社会基本法第 14 条で定める法定計画 

 ②和歌山県男女共同参画推進条例第７条に定める「男女共同参画の推進に関する基 

本的な計画」 

 ③女性活躍推進法第６条に基づく都道府県推進計画 

 

■計画期間 

  計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間としています。また、こ

の期間中においても、社会経済情勢の急激な変化等により、必要に応じて計画の

見直しを行うこととします。 

 

■計画のポイント 

この計画では、男女共同参画を具体的に推し進めるとともに、女性の活躍を推進

するため、「男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり」、「誰もが安全・安心に暮

らせる社会づくり」、「男女がともに活躍する社会づくり」の３つの施策の方向を定

めています。 

 なお、計画改定に当たって、追加または特に見直した項目等は次のとおりです。 

◇固定的性別役割分担意識の解消 

◇男性に対する意識啓発の強化 

◇性暴力に対する相談体制の充実 

◇ひとり親家庭への支援 

◇貧困に直面している人や社会生活を円滑に営むことが困難な人への支援 

◇性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれている人々への支援 

◇政治の場への女性の参画促進 

◇女性活躍に率先して取り組む企業等を組織化 

◇再就職や在宅における就業支援 

◇男性中心型労働慣行の見直し 

◇理工系分野への女性参画の促進 

 

■県の基本的な役割 

 ①性別にかかわらず男女があらゆる分野で活躍できる環境整備を県民の皆さんと 

  協働して一層推進すること 

 ②県民や事業者等の皆さんの男女共同参画に向けた取組を支援すること 

 

■県民、事業者の皆さんの役割 

男女共同参画が実現した社会は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会

であり、県民の皆さんには、男女を問わず、家庭、地域、職場、学校などあらゆる

場でそれぞれの個性と能力を十分発揮していただきたいと考えています。 

また、事業者の皆さんにも、男女が仕事と生活の調和を実現し、平等に、そして

健康に働き続けることができる事業所運営をしていただきたいと考えています。 
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１ 男女共同参画に向けた意識改革 
(1) 広報・啓発活動の充実 
 

(2) 調査・研究及び施策への取り入れ 

 
２ 相談体制の充実・相談窓口の広報 

 

３ 男女共同参画推進のための教育等の充実 
(1)学校教育での取組の充実 

 
(2)男女共同参画の視点に立った家庭教育支援の推進 
 
(3)生涯学習等の推進 

施策の方向Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

長期的な目標  
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１ 政策・方針決定過程での女性の参画の拡大 
(1)県の政策決定過程への女性の参画拡大 

 ①政策決定への県民参画の促進 

 ②県の審議会等への女性の参画の促進 

 ③県の女性職員の採用・登用等の促進 

 ④政治の場への女性の参画促進 

 

(2)市町村における取組の促進 

 ①市町村の政策決定への県民参画の促進 

 ②市町村の審議会等への女性の登用に関する支援等 

 ③市町村女性職員の採用・登用に関する要請等 

 

(3)企業、団体等の取組の促進 

 

２ 働く場と家庭における男女共同参画の推進 

(1)雇用の分野における男女共同参画の推進 

 ①男女の均等な機会と待遇の確保 

 ②各種ハラスメント防止対策の推進 

 

(2)就業に向けた支援 

 ①再就職等の支援 

 ②在宅における就労支援 

 ③起業支援策の充実 

 

(3)ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた環境整備 

 ①雇用環境の整備 

 ②男性中心型労働慣行の見直し 

 

(4)子育て支援策の充実 

 ①多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実 

 ②保育所等の整備促進 

 

(5)介護支援策の充実 

 

(6)家庭生活への男女共同参画の推進 

 

３ さまざまな分野における男女共同参画の推進 
(1)地域社会への県民参画促進 

 

(2)農林水産業、商工業等の分野における取組促進 

 ①農林水産業での男女共同参画の推進 

 ②家族従事者等がいきいきと活躍できる環境の整備 

 

(3)防災・災害復興における男女共同参画の推進 

 

(4)理工系分野への女性の参画促進 

  

施策の方向Ⅲ 男女がともに活躍する社会づくり 
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平成１４年３月２６日 

和歌山県条例第１４号 

 

和歌山県男女共同参画推進条例 

目次 

  前文 

    第１章 総則(第１条―第６条) 

    第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(第７条―第 17 条) 

    第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等 

(第 18 条―第 22 条) 

    第４章 和歌山県男女共同参画審議会 

(第 23 条―第 25 条) 

    第５章 雑則(第 26 条) 

    附則 

 

  男女は、人として平等であり、その人権は、性別にかかわ

らず尊重されなければならない。 

  和歌山県は、男女が平等で、共に生かし合い支え合うこと

のできる社会の実現を目指した積極的な取組を行ってきた。

しかし、性別による固定的な役割分担意識を反映した制度や

慣行による不平等は、根強く残り、社会参画を求めながらも

その願いがかなわない人々が、今なお存在する。 

  このような状況の中で、少子高齢化、国際化及び高度情報

化の進展等社会経済情勢の急激な変化に対応し、和歌山県を

真に住みよいふるさととするためには、男女が共に社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、互いの

個性と能力を十分に発揮しつつ利益を等しく享受し、共に責

任を分かち合うことができる社会の実現が、緊急かつ重要な

課題となっている。 

  ここに、私たちは、男女共同参画を更に推進し、すべての

男女が、人間としての誇りをもち、心の豊かさと経済的な豊

かさを共に実感しつつ、安心して生き生きと暮らすことので

きるふるさと和歌山を創造するため、この条例を制定する。 

 

 

第１章 総則 

 

   (目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにする

とともに、県の基本的施策に関して必要な事項を定めるこ

とにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的とする。 

  

   (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することを

いう。 

 (3) セクシュアル・ハラスメント 人を不快にさせる性的

な言動により、個人の生活環境を害し、又は当該言動を

受けいれないことその他の当該言動を受けた個人の対

応によりその者に不利益を与えることをいう。 

 

   (基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進

されなければならない。 

  (1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されること。 

 (2) 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度

又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識を反映し

て、男女の社会における主体的で自由な活動の選択を制

約することのないよう配慮されること。 

 (3) 男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体

における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されること。 

 (4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動

と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とを

円滑に両立できるようにすること。 

 (5) 男女が、それぞれの性について理解を深めることで、

妊娠、出産その他の性と生殖に関し、互いの意思が尊重

され、生涯にわたる健康と安全が確保されること。 

  (6) 他の地方公共団体との広域的連携及び国際的協調の

下に行われること。 

 

   (県の責務) 

第４条 県は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)

にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策 (積極的改
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善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

２ 県は、県行政のあらゆる分野において、施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮し

なければならない。 

 

   (県民の責務) 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

の推進に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

   (事業者の責務) 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念

にのっとり、男女が性別にかかわらず個性と能力を発揮

し、かつ、職業生活と家庭生活とを円滑に両立できるよう

職場環境の整備に取り組むとともに、県が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施

策 

 

   (基本計画) 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する

基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければ

ならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

 (1) 男女共同参画の推進に関する長期的な目標、施策の方

向及び基本的な事項 

  (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を

反映することができるよう適切な措置を講じるとともに、

和歌山県男女共同参画審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

   (県民等の理解を深めるための措置) 

第８条 県は、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解

を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うとと

もに、学校教育その他のあらゆる教育において、男女の人

権の尊重及び男女共同参画に関する学習の機会の確保及

び教育の内容の充実が図られるよう努めるものとする。 

 

  (県の政策決定過程等における男女共同参画の推進) 

第９条 県は、審議会その他の附属機関等の委員を任命又は

委嘱するときは、男女の構成員数の均衡を図るよう努める

ものとする。 

２ 県は、政策決定過程等における男女共同参画を率先して

推進するため、職員の任用に当たっては、本人の意欲と能

力に基づく実質的な男女平等を確保するとともに、職員で

ある男女の職域の拡大、能力開発その他職場環境の整備に

努めるものとする。 

 

   (子育て・介護環境の向上) 

第 10 条 県は、男女が共に、子育て及び家族の介護に積極

的にかかわり、家庭生活における活動と家庭生活以外にお

ける活動とを円滑に両立できるよう、家族はもとより、地

域、職場、学校等が相互に協力しながら一体となって支え

合うことができる環境づくりに努めるものとする。 

 

   (事業者が行う活動への支援及び情報収集等) 

第 11 条 県は、事業者が行う男女共同参画の推進に関する

活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な措

置を講じるよう努めるものとする。 

２ 知事は、男女共同参画の推進のために必要があると認め

るときは、事業者に対し、男女の就業状況その他必要な事

項について報告を求めることができる。 

３ 知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況

等を公表することができる。 

 

   (農林水産業、商工業等の産業の分野における男女共同参

画の推進) 

第 12 条 県は、起業又は経営等の事業活動を行う男女が、

性別による差別的取扱いを受けることなく、その個性と能

力を十分に発揮できる環境づくりに努めるものとする。 

２ 県は、農林水産業及び家族経営的な商工業等に従事する

男女が、性別にかかわらず生産又は経営における活動と家

庭生活における活動とを円滑に両立できるとともに、それ

ぞれの活動に共同して参画できる環境づくりに努めるも

のとする。 

 

   (県民が行う活動への支援) 
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第 13 条 県は、県民が行う男女共同参画の推進に関する活

動を支援するため、情報の提供、助言、男女共同参画の推

進のための人材の養成その他の必要な措置を講じるよう

努めるものとする。 

 

   (市町村との協力) 

第 14 条 県は、市町村に対し、県が実施する男女共同参画

の推進に関する施策への協力を求めることができる。 

２ 県は、市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本的

な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進

に関する施策を支援するため、市町村からの求めに応じ、

情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。 

 

   (調査研究) 

第 15 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、

及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

 

   (財政上の措置) 

第 16 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施す

るために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものと

する。 

 

   (年次報告) 

第 17 条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共同

参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告

書を作成し、公表しなければならない。 

 

 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止 

    等 

 

   (性別による権利侵害の禁止) 

第 18 条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしては

ならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ

る分野において、セクシュアル・ハラスメント、男女間の

暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為

をいう。以下同じ。)その他の行為により男女の人権を損

なうことのないようにしなければならない。 

 

   (公衆に表示する情報に関する留意) 

第 19 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別によ

る差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力的行

為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現そ

の他の男女の人権の侵害につながるような表現を行うこ

とのないように努めなければならない。 

 

   (相談への対応等) 

第 20 条 知事は、性別よる差別的取扱いその他の男女共同

参画を阻害する行為について、県民若しくは事業者又は県

内に在勤若しくは在学する者(以下「県民等」という。)か

らの相談に適切に対応するため、相談員の設置等相談体制

の充実に努めるものとする。 

 

   (被害者支援) 

第 21 条 県は、配偶者その他の親族又は事実上婚姻関係と

同様の事情にある者(過去においてこれらの関係にあった

者を含む。)から、家庭内等において、男女間の暴力的行

為により被害を受け、又は受けるおそれのある者(以下「被

害者」という。)に対し、必要に応じて助言、施設への一

時的な入所等による保護その他の適切な支援を行うもの

とする。 

２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律(平成 13 年法律第 31 号)第３条第１項の規定による配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす施設及

び知事が別に指定する施設(以下「センター等」という。)

の長は、前項に規定する一時的な入所等による保護又は同

法第３条第３項第３号に規定する一時保護を行った場合

において、被害者からの申出に基づき、男女間の暴力的行

為又は同法第１条第１項に規定する配偶者からの暴力(以

下「暴力的行為等」という。)が当該被害者に対して引き

続き行われるおそれがあるときその他被害者の保護のた

め必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとること

ができる。 

  (1) 被害者に対し暴力的行為等を行った者又はその者か

ら依頼を受けた者(以下「加害者等」という。)からの照

会等に対し、当該被害者及びその同伴する家族の存在を

秘匿すること。 

  (2) 加害者等に対し、センター等の施設内における当該被

害者及びその同伴する家族との面会又は通信を禁止し、

又は制限すること。 

３ センター等の長は、被害者の保護のため必要があると認

めるときは、当該被害者からの申出に基づき、警察等関係

機関に対する協力の要請その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

   (苦情への対応) 

第 22 条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進  に関
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する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策について県民等から苦情があったときは、当該

苦情への適切な対応に努めるものとする。 

２ 知事は、前項の苦情への対応に当たって特に必要がある

と認めるときは、和歌山県男女共同参画審議会の意見を聴

くものとする。 

 

 

  第４章 和歌山県男女共同参画審議会 

 

    (設置及び所掌事務) 

第 23 条 男女共同参画の推進を図るため、和歌山県男女共

同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

  (1) 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要

事項を調査審議すること。 

  (2) 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実

施状況について必要に応じ、調査し、及び意見を述べる

こと。 

  (3) 前２号に掲げるもののほか、この条例の規定によりそ

の権限に属することとされた事務 

３ 審議会は、前項に規定する事務を行うほか、男女共同参

画に関する重要事項について、知事に意見を述べることが

できる。 

 

    (組織) 

第 24 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者のう

ちから、知事が任命する。 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分

の４未満であってはならない。 

 

    (委員) 

第 25 条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 

第５章 雑則 

 

    (委任) 

第 26 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

附 則 

この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（平成１７年７月６日条例第９４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

（平成２５年１０月４日条例第４７号） 

この条例は、平成２６年１月３日から施行する。 
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男女共同参画社会基本法  

         平成 11 年 6 月 23 日公布、施行 

目 次 

 前 文 

 第１章 総則(第１条―第 12 条) 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する 

基本的施策(第 13 条―第 20 条) 

 第３章 男女共同参画会議(第 21 条―第 28 条) 

  附則 

   

  我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２

１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合

的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

 

第１章 総則 

 

  (目的) 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関

し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

 

   (定義) 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

 二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

 

  (男女の人権の尊重) 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確

保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

 

  (社会における制度又は慣行についての配慮) 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映

して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない

影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対し

て及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。 

 

  (政策等の立案及び決定への共同参画) 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

 

  (家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。 

 

   (国際的協調) 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ



44 
 

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければな

らない。 

 

  (国の責務) 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念 (以下「基本理念」という。)

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 

(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

  (地方公共団体の責務) 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ

の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 

 

  (国民の責務) 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

 

  (法制上の措置等) 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に  関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

 

  (年次報告等) 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、こ

れを国会に提出しなければならない。 

 

 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策 

  

  (男女共同参画基本計画) 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同

参画基本計画」という。)を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について

準用する。 

 

  (都道府県男女共同参画計画等) 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府

県男女共同参画計画」という。)を定めなければならな

い。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同

参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定める

ように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

  (施策の策定等に当たっての配慮) 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する

に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければ

ならない。 

 

    (国民の理解を深めるための措置) 
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第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講

じなければならない。 

  

   (苦情の処埋等) 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を

及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置

を講じなければならない。 

 

  (調査研究) 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な

調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

  (国際的協調のための措置) 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下

に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換そ

の他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力

の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

  (地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参

画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情

報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

 

 

第３章 男女共同参画会議 
 

  (設置) 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」とい

う。)を置く。 

 

   (所掌事務) 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規定

する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 

 

   (組織) 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって 組織す

る。 

 

  (議長) 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

  (議員) 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者 

 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

10 分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満で

あってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

  (議員の任期) 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 

  (資料提出の要求等) 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調

査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明そ

の他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、
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必要な協力を依頼することができる。 

 

  (政令への委任) 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

 

 附 則（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）（抄） 

 

  (施行期日) 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

  (男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

 

 附 則（平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号）（抄） 

 

   (施行期日) 

第 1 条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成 11

年法律第 88 号)の施行の日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (施行の日＝平成 13 年１月６日) 

 一 略 

 二 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３項、第

23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定公布の日 

 

   (委員等の任期に関する経過措置) 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従

前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である

者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委

員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定に

かかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで略 

 十一 男女共同参画審議会 

 

 

 

  (別に定める経過措置) 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。 

 

 附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）（抄） 

 

   (施行期日) 

第 1 条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成 13

年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


